
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
規

則

〇
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
環
境
対
策
課
）　

　

一

〇
ふ
る
さ
と
宮
城
の
水
循
環
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（　
　

同　
　

）　

　

一

 
告

示

〇
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
（
二
件
） 

（
共
同
参
画
社
会
推
進
課
）　

　

二

〇
有
害
図
書
類
の
指
定 

（　
　

同　
　

）　

　

二

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
指
定
の
辞
退 

（
障
害
福
祉
課
）　

　

二

〇
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
処
分 

（
農
村
整
備
課
）　

　

三

〇
平
成
二
十
一
年
宮
城
県
告
示
第
四
百
十
九
号
（
指
定
施
設
の
使
用
に
係
る
使

　

用
料
の
徴
収
事
務
の
委
託
）
の
一
部
改
正 

（
水
産
業
基
盤
整
備
課
）　

　

三

〇
道
路
の
区
域
変
更
（
二
件
） 

（
道　

路　

課
）　

　

三

〇
道
路
の
供
用
開
始 

（　
　

同　
　

）　

　

三

 
公

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
随
意
契
約
の
相
手
方

　

の
決
定 

（
情
報
シ
ス
テ
ム
課
）　

　

四

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
落
札
者
の
決
定

　

（
二
件
） 

（
教
育
庁
施
設
整
備
課
）　

　

四

 
規

則

　

環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。　

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
十
一
号

　
　
　

環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
宮
城
県
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
の
一
の
項
ホ
中
「
第
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
一
条
第
一
項
」
に
、
同
項
ト
中
「
第
十
三
条
第
一
項
」

を
「
第
二
十
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
表
八
の
項
イ
中
「
自
然
公
園
法
第
二
条
第
一
項
」
を
「
自
然
公
園
法
第
二
条
第

一
号
」
に
改
め
、
同
表
九
の
項
中
「
学
習
支
援
業
」
の
下
に
「（
社
会
教
育
を
除
く
。）」
を
加
え
る
。

　

別
表
第
二
の
一
の
項
５
、
二
の
項
６
及
び
三
の
項
３
並
び
に
別
表
第
三
の
一
の
項
５
、
二
の
項
６
及
び
三
の
項
３
中

「
第
十
条
第
一
項
」
を
「
第
十
六
条
第
一
項
」
に
、「
第
十
三
条
第
三
項
、
第
十
四
条
第
三
項
」
を
「
第
二
十
条
第
三

項
、
第
二
十
一
条
第
三
項
」
に
、「
第
二
十
四
条
第
三
項
」
を
「
第
二
十
二
条
第
三
項
」
に
、「
第
二
十
六
条
第
一
項
」

を
「
第
三
十
三
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
一
の
八
の
項
イ
及
び
九
の
項
の
改
正

規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

ふ
る
さ
と
宮
城
の
水
循
環
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。　

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
十
二
号

　
　
　

ふ
る
さ
と
宮
城
の
水
循
環
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

ふ
る
さ
と
宮
城
の
水
循
環
保
全
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
六
年
宮
城
県
規
則
第
百
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　

第
五
条
第
二
項
第
二
号
中
「
第
十
三
条
第
三
項
又
は
第
十
四
条
第
三
項
」
を
「
第
二
十
条
第
三
項
又
は
第
二
十
一
条

第
三
項
」
に
、「
第
十
三
条
第
六
項
、
第
十
四
条
第
六
項
又
は
第
二
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
条
第
六
項
、
第
二

十
一
条
第
六
項
又
は
第
三
十
三
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
第
七
号
中
「
第
十
五
条
の
十
五
第
一
項
」
を
「
第

十
五
条
の
二
第
一
項
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
一
号
チ
中
「
第
二
条
第
四
項
」
を
「
第
二
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
条
第
四
項
第
七
号
及
び
別
表
第
一
号
チ

の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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〇
宮
城
県
告
示
第
百
九
十
七
号

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
特
定
非
営
利
活
動
法
人

の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

笑
顔
の
お
手
伝
い

一　

代
表
者
の
氏
名　
　
　
　
　
　

長
谷
川　

久
江

二　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　
　

仙
台
市
青
葉
区
国
分
町
一
丁
目
八
番
十
四
号

三　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的　
　

 

こ
の
法
人
は
、
地
域
社
会
・
高
齢
化
社
会
に
対
し
て
、
地
域
社
会
活
性
化
に
関
す

る
事
業
を
行
い
、
福
祉
の
増
進
・
国
際
交
流
・
職
業
能
力
の
開
発
又
は
雇
用
機
会

の
拡
充
を
支
援
す
る
活
動
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

四　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日　
　
　

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
六
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
九
十
八
号

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
特
定
非
営
利
活
動
法
人

の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

ハ
ッ
ピ
ィ
ー
ト
大
崎

一　

代
表
者
の
氏
名　
　
　
　
　
　

千
島　

優
子

二　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　
　

大
崎
市
古
川
駅
前
大
通
一
丁
目
五
番
十
八
号　

ふ
る
さ
と
プ
ラ
ザ
内

三　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的　
　

 

こ
の
法
人
は
、
生
命
の
根
幹
に
関
わ
る
「
食
」
を
中
心
に
地
域
住
民
に
対
し
て
、

健
康
増
進
と
栄
養
状
態
の
維
持
・
改
善
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
住
民
の
健
康
増

進
と
栄
養
改
善
に
寄
与
す
る
。
特
に
食
行
動
は
、�
身
体
を
つ
く
る�
心
を
つ
く

る�
社
会
性
を
つ
く
る�
生
命
を
大
切
に
す
る
心
を
つ
く
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

「
食
」
の
社
会
性
を
つ
く
る
部
門
は
、
人
と
人
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
広
げ
る
も

の
で
あ
り
子
供
か
ら
高
齢
者
各
年
代
を
つ
な
げ
る
役
割
を
担
う
た
め
、
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
づ
く
り
も
含
め
た
活
動
を
行
っ
て
い
く
。
元
気
な
満
足
し
た
生
活
が

で
き
る
人
を
つ
く
る
役
割
を
担
う
こ
と
に
よ
り
地
域
社
会
の
発
展
に
寄
与
す
る
。

四　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日　
　
　

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
六
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
九
十
九
号

　

青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
条
例
第
十
三
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
も
の

を
青
少
年
に
有
害
な
図
書
類
と
し
て
指
定
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
図
書
類

二　

指
定
理
由

　

図
書
類
の
内
容
が
、
一
か
ら
八
ま
で
の
図
書
類
に
あ
っ
て
は
著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
し
、
九
の
図
書
類
に
あ
っ

て
は
著
し
く
犯
罪
を
誘
発
し
、
十
の
図
書
類
に
あ
っ
て
は
著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
し
、
甚
だ
し
く
残
忍
性
を
有
し
、

及
び
著
し
く
犯
罪
を
誘
発
す
る
た
め
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
阻
害
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
障
害
者
支
援
施
設
が

次
の
と
お
り
指
定
を
辞
退
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
十
六
日

第2140号　平成22年３月16日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （2）

番

号
一二三四五六七八九十

種　
　

類

雑

誌

雑

誌

雑

誌

雑

誌

雑

誌

雑

誌

雑

誌

雑

誌

雑

誌

雑

誌

図　
　

書　
　

類　
　

の　
　

名　
　

称

月
刊
ま
ん
が
グ
リ
ム
童
話　

４
月
号

　

０
８
３
０
５－

４

ち
び　

本
当
に
あ
っ
た
笑
え
る
話　

５
４

　

５
７
９
６
２－

１
４

エ
キ
サ
イ
テ
ィ
ン
グ
マ
ッ
ク
ス
！　

４
月
号

　

０
２
０
９
１－

４

恋
愛
白
書
パ
ス
テ
ル　

４
月
号

　

１
９
６
２
５－

０
４

裏
モ
ノ
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ　

４
月
号

　

０
１
８
０
５－

４

Ｂ
Ｌ
Ａ
Ｃ
Ｋ
Ｂ
Ｏ
Ｘ　

４
月
号

　

１
７
８
４
３－

４

Ｇ．

Ｔ．

Ｒ．

Ｄ
Ｘ

　

１
３
３
２
０－

４

全
国
人
気
裏
フ
ー
ゾ
ク
Ｄ
Ｘ　

ｖ
ｏ
ｌ．

２

　

０
２
２
８
６－

４

衝
撃
！
！
事
件
の
真
相　

Ｂ
Ｌ
Ａ
Ｃ
Ｋ　

Ｆ
Ｉ
Ｌ
Ｅ

　

６
３
７
９
６－

４
５

知
る
ほ
ど
怖
い
！
！
恐
悪
事
件
の
真
相

　

５
３
４
５
１－

９
７

発　
　

行　
　

所

㈱
ぶ
ん
か
社

㈱
ぶ
ん
か
社

㈱
ぶ
ん
か
社

㈱
宙
出
版

㈱
鉄
人
社

三
英
出
版

㈱
大
洋
書
房

ミ
リ
オ
ン
出
版
㈱

㈱
コ
ス
ミ
ッ
ク
出
版

㈱
コ
ア
マ
ガ
ジ
ン



 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
一
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
土
地
改
良

事
業
の
換
地
処
分
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

処
分
を
行
っ
た
地
区
の
名
称

　
　

河
南
３
期
地
区

二　

処
分
の
年
月
日

　
　

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
六
日

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
二
号

　

平
成
二
十
一
年
宮
城
県
告
示
第
四
百
十
九
号
（
指
定
施
設
の
使
用
に
係
る
使
用
料
の
徴
収
事
務
の
委
託
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
二
年
三
月
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

表
気
仙
沼
漁
港
の
指
定
施
設
（
魚
町
二
丁
目
護
岸
横
泊
地
、
潮
見
町
防
波
堤
横
泊
地
、
魚
市
場
前
護
岸
横
泊
地
及
び

南
町
岸
壁
横
泊
地
）
の
使
用
料
の
徴
収
の
項
中
「
気
仙
沼
市
南
町
三
丁
目
三
番
七
号
」
を
「
気
仙
沼
市
魚
市
場
前
八
番

二
十
五
号
」
に
改
め
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
三
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
十
六
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部

土
木
事
務
所
登
米
地
域
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

一
般
国
道

二　

路　

線　

名　

三
百
九
十
八
号

三　

道
路
の
区
域

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
四
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
十
六
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
北
部

土
木
事
務
所
栗
原
地
域
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

文
字
下
細
倉
線

三　

道
路
の
区
域

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
五
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
十
六
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部

土
木
事
務
所
登
米
地
域
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
十
六
日
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事

業

所

番

号

〇
四
一
五
二
〇
〇
三
五
一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

第
二
啓
生
園

仙
台
市
宮
城
野
区
幸
町
四
丁
目
六－

二

設
置
者
名

社
会
福
祉
法
人

宮
城
県
身
体
障

害
者
福
祉
協
会

辞
退
年
月
日

平
成
二
十
二
年

三
月
三
十
一
日

変

更

の

区

間

登
米
市
東
和
町
米
谷
字
岩
の
沢
一
三
五
番
一
地
先

か
ら

同
市
同
町
米
谷
字
石
橋
八
二
番
二
地
先
ま
で

変
更
の

前　

後
前後

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

一
一
・
五
〜六
四
・
〇

一
〇
・
〇
〜六
二
・
〇

敷

地

の

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

五
五
〇
・
〇

五
五
〇
・
〇

変　

更　

の　

区　

間

栗
原
市
栗
駒
文
字
下
山
神
一
番
一
地
先
か
ら

同
市
栗
駒
文
字
下
山
神
一
五
番
一
二
地
先
ま

で

変
更
の

前　

後

前
Ａ

　

Ａ
後　
　

Ｂ

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

　

七
・
五
〜

 

二
八
・
〇

　

七
・
五
〜

 

二
八
・
〇

二
四
・
五
〜

四
三
・
〇

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

七
二
六
・
〇

七
二
六
・
〇

七
四
九
・
〇

備　
　

考

　

上
記
Ａ
及
び

Ｂ
は
、
関
係
図

面
に
表
示
す
る

敷
地
の
区
分
を

い
う
。



 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

 
公

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

落
札
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

宮
城
県
庶
務
業
務
支
援
シ
ス
テ
ム
に
係
る
機
能
改
修
等
業
務　

一
式

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

企
画
部
情
報
シ
ス
テ
ム
課　

仙
台
市
青
葉
区
本

町
三
丁
目
八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
二
年
一
月
八
日

四　

落
札
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

富
士
通
株
式
会
社
東
北
支
社　

仙
台
市
青
葉
区
一
番
町
二
丁

目
三
番
二
十
二
号

五　

落
札
金
額　

四
千
四
百
五
十
万
九
千
五
百
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
額
を
含
む
。）

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

随
意
契
約

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

落
札
に
係
る
物
品
の
名
称
及
び
数
量　

宮
城
県
石
巻
北
（
旧
河
南
）
高
等
学
校
仮
設
校
舎
賃
貸
借　

一
式

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地　

宮
城
県
教
育
庁
施
設
整
備
課　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉

区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
二
年
三
月
八
日

四　

落
札
者
の
名
称
及
び
所
在
地　

北
都
ハ
ウ
ス
工
業
株
式
会
社　

宮
城
県
仙
台
市
太
白
区
ひ
よ
り
台
二
十
五
番
八
号

五　

落
札
金
額　

一
億
二
千
五
百
八
十
九
万
五
千
円　
　

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
二
日

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

落
札
に
係
る
物
品
の
名
称
及
び
数
量　

宮
城
県
気
仙
沼
向
洋
高
等
学
校
仮
設
校
舎
賃
貸
借　

一
式

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地　

宮
城
県
教
育
庁
施
設
整
備
課　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉

区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
二
年
三
月
八
日

四　

落
札
者
の
名
称
及
び
所
在
地　

大
和
リ
ー
ス
株
式
会
社
仙
台
支
店　

宮
城
県
仙
台
市
太
白
区
長
町
南
三
丁
目
三
十

七
番
十
三
号

五　

落
札
金
額　

一
億
三
千
百
十
四
万
五
千
円　
　

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
二
日
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道

路

の

種

類

一
般
国
道

路

線

名

三
百
九
十
八

号

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

登
米
市
東
和
町
米
谷
字
岩
の
沢
一
三
五
番
一
地
先
か
ら

同
市
同
町
米
谷
字
石
橋
八
二
番
二
地
先
ま
で

供
用
開
始
年
月
日

平
成
二
十
二
年

 

三
月
二
十
二
日


